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やまと広域環境衛生事務組合議会定例会会議録 

 

議 事 日 程 

 

令和３年２月１９日（金曜日） 

 

開  会（午後２時３５分） 

管理者招集の挨拶 

議席の指定 

開議の宣言 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

第１  議第１号 令和２年度やまと広域環境衛生事務組合一般会計補正予算（第１号） 

         について 

第２  議第２号 令和３年度やまと広域環境衛生事務組合一般会計予算について 

閉  会 

 

○本日の会議に付した事件 

 日程に同じ 

 

○出席議員（８名） 

１ 番  竹邑 利文  ２ 番  𠮷田 容工 

３ 番  小走 善秀  ４ 番  南   満 

５ 番  松浦 正一  ６ 番  小松 久展 

８ 番  山口 耕司  ９ 番  大谷 龍雄 

○欠席議員（１名） 

７ 番  牧野 雅一    

○説明のための出席者 

管 理 者  東川  裕  副 管 理 者  森  章浩 

副 管 理 者  太田 好紀  事 務 局 長  榊󠄀  芳弘 

総 務 課 長  田村五十司    

○議場に出席した事務職員 

御所市議会事務局長  木下 嘉敏    
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（午後２時３５分開会） 

 

議長 

(小松 久展) 

 ただいまの出席議員数は８名でありますので、議会は成立をいたしまし

た。 

 ただいまより、令和３年やまと広域環境衛生事務組合議会第１回定例会

を開会いたします。 

 管理者より招集の挨拶がございます。 

 東川管理者。 

 

管理者 

(東川  裕) 

 やまと広域環境衛生事務組合議会第１回定例会の開催に当たりまして、

一言ご挨拶申し上げます。 

 平素は格別のご厚情を賜り厚くお礼を申し上げます。私ども理事者にお

きましては、今後におきましても、円滑な施設運営に努めてまいる所存で

ございます。議員各位におかれましても、なお一層のご指導、ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

 さて、今回提出させていただきました案件は、令和２年度一般会計補正

予算及び令和３年度一般会計予算についての２議案でございます。議員各

位におかれましては、ご審議を賜るわけでございますが、何とぞよろしく

お願い申し上げまして挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

議長 

(小松 久展) 

 これより会議を開きます。 

 議席の指定を行います。 

 会議規則第３条第１項の規定により、山口耕司議員を議席番号８番に指

定をいたします。 

 次に、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則

第７１条の規定により、９番・大谷龍雄議員、１番・竹邑利文議員、以上

２名の議員を指名いたします。 

 次に、会期についてお諮りをいたします。本定例会の会期は、本日１日

間といたしたいと思いますが、これにご異議はございませんか。 

 

 〔「異議なし」の声あり〕 

 

議長 

(小松 久展) 

 ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日１日間と決し

ました。 

 これより日程に入ります。 
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 日程第１、議第１号、令和２年度やまと広域環境衛生事務組合一般会計

補正予算（第１号）についてを議題といたします。朗読を省略し、直ちに

提案者の説明を求めます。 

 東川管理者。 

 

管理者 

(東川  裕) 

 令和２年度やまと広域環境衛生事務組合一般会計補正予算（第１号）に

ついてご説明いたします。 

 当焼却施設を建設する際、関係自治会と市民の健康増進を図ることを目

的とした施設を同時着工するとした覚書を交わしております。 

 しかしながら、現在においても履行できておりません。 

 このようなことから、当初、地元から同施設を中心とした健康増進施設

との意見があったことから、かもきみの湯の利用券を配布し、健康増進施

設の代替えとして利用していただくものでございます。 

 以上でございます。何とぞよろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

 

議長 

(小松 久展) 

 質疑に入ります。ご質疑はございませんか。 

 ４番南議員。 

 

４番 

(南   満) 

 ただいま管理者のほうから説明いただきましたこの健康増進施設につき

ましては、当初から火入れのときに同時オープンであるというのが今まで

からずっと議論されてきております。その中において、地元の方々にも何

分、我慢をしていただいている、そういう意味合いのところから、今回、

健康増進施設の費用、需用費のところにおいて、かもきみのチケットとい

う話がございました。 

 覚書が履行されていないという説明がございましたけれども、この履行

されていない理由というのもいろいろあったと思うんですよ。 

 また、地元に対しての説明も話合いをしながらどういうふうに向けてし

ていくかというのもある程度、管理者、副管理者の中においても協議をさ

れていることだというふうに思います。 

 そこで一番気になるのが、覚書の内容に関して、これを巻き直すのか、

どうするのかという話を先ほど全員協議会の中においても質問をさせてい

ただきました。あえて答えはいただいていなかったんですけれども、その

点について、今回はチケットと文書と配布するという話でしたけれども、

覚書はどの時点で巻き直すのか、もしくは追加するのか、附則をつけるの

か、これら対応はいろいろとあると思うんですけれども、簡潔にお答えの

ほうだけいただきたいなと思います。 
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議長 

(小松 久展) 

 東川管理者。 

管理者 

(東川  裕) 

 議員おっしゃるように、当初の覚書が履行できていないという現状が今

ございます。その上で、今、特に栗阪の皆さんとお話合いをさせていただ

いているのが現在の段階でございます。次のステップとして、一定の理解

を得た上で、栗阪の次に小殿、朝町も含めて打合せをさせていただくと。

一定の理解を共有できた段階が一つのきっかけかなというふうに思いま

す。その内容につきましては、その際、地元の皆さんと協議をさせていた

だきたいというふうに思いますので、現段階で巻き直すとか追加するとか

いうのはちょっと控えさせていただきたいと思います。 

 いずれにしましても、地元の皆さんと納得し合えるような形で進めてま

いりたいというふうに考えております。 

 

４番 

(南   満) 

 現段階の中においては、巻き直しはしないというか、まだ不確定要素が

あるからという意味合いに私は捉えさせていただきました。 

 ただ、この文書に関しましては生きているわけじゃないですか。だから、

あえて言わせていただくのは、誰がその文書を見てもちゃんと履行されて

いない理由もこうこうこういうことであるんですよと、代わりにこういう

こともしているんですよ、ご理解もしているんですよということを分かる

ようにしていただきたいという意味合いでございますので、その点につい

てご理解をしていただけますか。 

 

議長 

(小松 久展) 

 東川管理者。 

 

管理者 

(東川  裕) 

 おっしゃるように、もちろん次の世代になっても歴史が分かるようなこ

とは大変重要だというふうに思いますので、その辺が後々にもしっかりと

理解できるような形で書面として残していきたいというふうに考えており

ます。 

 

議長 

(小松 久展) 

 ９番大谷議員。 

 

９番 

(大谷 龍雄) 

 この補正予算につきましては、説明ございましたように、協定書、それ

と覚書、それぞれ栗阪、小殿、朝町の地区の皆さん方と結んでおるわけで

すけれども、健康増進施設についても平成２６年から工事を始めるという

ことになっているにもかかわらず、それが責任を果たせていないと。また、

協定書、覚書のそれぞれに、協定を履行できない場合は白紙に戻すという

ことも結ばれていますけれども、この点についてはやっぱり地元の皆さん

方のご理解とご辛抱でここまで進められてきているわけですから、このか
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もきみの湯の利用券ということについては、地元の皆さん方が合意してい

ただいているならば、それはもっともなことだというふうに思いますけれ

ども、全協での協議の中で、この利用券については、かもきみを使用して

いただいた後での後払いではなしに、先に払うんだという答弁がされてい

ますけれども、これ、１人当たり１セット１０枚で５セット５０枚を本年

度の予算でお届けすると、有効期限は２年ということなんですけれども、

もしこの券を利用されずに２年間残ったとしたら、この先も予算を払って

いるわけですから、これ無駄遣いになるわけですから、その辺ですね、地

元の皆様方ともよく話合いしていただいて、やはり使えない券は他人に譲

ってでも構わないということでしたら利用される方に譲って利用してもろ

たらええということになるわけですから、結論はやっぱり、予算を払って

いるわけですから、払いますからね、これから。税金の無駄遣いのないよ

うに、ひとつ地元の方とよく協議していただいて、税金を有効に活用して

いただきたいというふうに思います。答弁は結構です。 

 

議長 

(小松 久展) 

 他に質疑はございませんか。 

 〔「なし」の声あり〕 

 

議長 

(小松 久展) 

 これより討論を行います。討論はございませんか。 

 

 〔「なし」の声あり〕 

 

議長 

(小松 久展) 

 討論なしと認めます。 

 これより採決をいたします。本案を原案どおり可決することに賛成の方

の挙手を求めます。 

 

 〔全員挙手〕 

 

議長 

(小松 久展) 

 全員賛成と認めます。よって議第１号は、原案どおり可決することに決

しました。 

 日程第２、議第２号、令和３年度やまと広域環境衛生事務組合一般会計

予算についてを議題といたします。朗読を省略し、直ちに提案者の説明を

求めます。 

 東川管理者。 

 

管理者 

(東川  裕) 

 それでは、予算書１ページをお願いいたします。 

 令和３年度予算につきましては、第１条歳入歳出の総額は、９億２，６
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１３万６，０００円であります。 

 ６ページ、７ページをお願いします。 

 歳入第１款分担金及び負担金は、本組合を構成する３市町の負担金で、

８億２，９１５万円を計上しております。６２０万７，０００円の増につ

きましては、主なものといたしまして光熱水費及び不燃くず処理手数料等

によるものであります。 

 第２款財産収入は基金利子で１６万円。 

 第３款繰入金は財政調整基金繰入金１，５６８万９，０００円で、健康

増進施設負担金によるものでございます。 

 第４款諸収入、第１項預金利子１万円、第２項雑入８，１１２万７，０

００円につきましては売電収入並びに資源物売却料等であります。 

 ８ページをお願いします。 

 歳入合計９億２，６１３万６，０００円でございます。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 歳出第１款議会費は議員報酬等で２９万６，０００円。 

 第２款総務費、第１項総務管理費は、組合事務運営に伴う諸経費等で、

経常費用の必要見込額を一般管理費として７，６８１万４，０００円を計

上しております。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 財産管理費は、基金積立金等で８，２４６万３，０００円、公平委員会

費１万６，０００円で、総務管理費合計１億５，９２９万３，０００円で

ございます。 

 第２項監査委員費１万５，０００円。 

 次に、第３款衛生費は、光熱水費並びに土地借地料等で、清掃総務費４，

６５４万９，０００円を計上しております。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 ごみ処理費は、ごみ処理施設に係る委託料等で７億１，４９８万３，０

００円でございます。 

 衛生費合計７億６，１５３万２，０００円でございます。 

 次に、第２款予備費５００万円。 

 歳出合計９億２，６１３万６，０００円。 

 以上でございます。何とぞよろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げまして、提案理由の説明といたします。 

 

議長 

(小松 久展) 

 質疑に入ります。質疑はございませんか。 

 ９番大谷議員。 

 

９番  １１ページ、お願いします。 
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(大谷 龍雄)  健康増進施設費１，５９０万１，０００円ですけれども、全協の質問に

対しまして、まだ具体的な施設の建設には進められないと、この予算では、

という答弁だったと思うんですけれども、地元の皆さん方のやはり意見を

よく聞いていただいて、早く施設の内容を決定していただいて、ひとつ、

できるだけ早く建設が進むようにお願いしておきたいというふうに思いま

す。 

 この間、かなり予算をこの健康増進施設費に投入していくわけですけれ

ども、なかなか具体的な建設にまだ進んでいないという、その辺は皆さん

方、一番よくご存じだと思いますので、ひとつその辺、進むようにお願い

しておきたいと思います。 

 

議長 

(小松 久展) 

 ほかに。 

 ２番𠮷田議員。 

 

２番 

(𠮷田 容工) 

 同じく健康増進施設について質問させていただきます。 

 今回、アドバイザリー顧問委託料と、あと負担金と書いていますけれど

も、設計等の費用やと思うんですけれども、これを行う所管課というのは

どこがされるんですか。 

 

議長 

(小松 久展) 

 局長。 

事務局長 

(榊󠄀  芳弘) 

 こちらの事業につきましては、基本的に今は御所市で、御所市が事業主

体となってやる形になっておりまして、それにかかる費用につきましてや

まとで負担するというような構図になっております。 

 以上でよろしいでしょうか。 

 

議長 

(小松 久展) 

 ２番𠮷田議員。 

 

２番 

(𠮷田 容工) 

 前回も質問させていただいたんですよね。当やまと広域環境衛生事務組

合がする仕事を御所市にお願いすると、お願いするに当たっては、やはり

文書で交わしたらどうですかという提案をさせてもらったんです。 

 そのときには、東川管理者は、「こういう形で予算を請求しますよとい

うやり取りはあるようですけれども、今おっしゃったのは大事な話やとい

うふうに思います。ちょっとどういう形になるかは分かりませんけれども、

何らかの形で書面で、記録で残すということはやらせていただきたいとい

うふうに思います。これは間違いなくやらせていただきたいと思います」

と答弁をしていただきました。 

 その後、来年度のこの予算についてはまだか分かりませんけれども、こ



 

8 

のときの答弁していただいた中身はどういうふうに進みましたか。 

 

議長 

(小松 久展) 

 局長。 

事務局長 

(榊󠄀  芳弘) 

 前回の議会の中で𠮷田議員のほうからそういうご意見をいただいている

というのは重々承知しておるところでございますが、こちらの部分につき

ましては、そういう重要性は鑑みつつも、ただ現在のところ、まだそうい

う協定書といいますか覚書といいますか、取決めのほうについてはまだ、

申し訳ございませんが、交わしていない状況でございます。 

 以上でございます。 

 

議長 

(小松 久展) 

 ２番𠮷田議員。 

 

２番 

(𠮷田 容工) 

 ここで管理者が約束していただいた、そういうふうにしますよと。御所

市長がどう考えてはるか知りませんけれども、やはり約束したことはやっ

ていってもらわんとあかんと。先ほどから地元の健康増進施設についても

約束を守るという話をずっとされていましたけれども、議会に対しても約

束していただいたことは履行していただきたいと。質問して、いい答えも

らって安心していたら、それがほったらかしやということでは、議会に対

してやっぱり誠意を持った答弁をされていないような気がするんです。い

ろいろ御所市のほうでもご都合あると思いますよ、ただ、それについても

いろんな中でできる範囲でどうするかと、具体的にどうするかということ

が示されていないと、もうずるずるとこれでいくのかなと。 

 基本的には、どこがちゃんとするかというところが押さえられていなか

ったら、やっぱり誰が進めていくかということが進まないということにな

っているんやと思うんですよ。それは、御所にとったら、そんな仕事する

ゆとりないがなというところもありますやろうし、ただ、こっちとしても

進めたいという気があるわけですので、その点ではどこが健康増進施設を

中心的に推進していくのかというところは、どういうふうに腹積もりをさ

れているのか、答弁願います。 

 

議長 

(小松 久展) 

 東川管理者。 

 

管理者 

(東川  裕) 

 前回の議会でそのように申し上げて、現段階でできていないということ

は、これは素直におわびを申し上げたいというふうに思います。 

 ただ、言い訳にはなりますけれども、前回の議会から具体的な動きが全

く動けていないと、加えてその事務作業といいますか、いろんな折衝等は

本組合の事務局が全てやっておったというような事情がございましたの
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で、そのようになりました。今、𠮷田議員がおっしゃったことはしっかり

とお受け止めさせていただいて、もう事業が動きかけますので、それにつ

いてはしっかりと文書で交わしたいというふうに考えております。 

 

議長 

(小松 久展) 

 ２番𠮷田議員。 

 

２番 

(𠮷田 容工) 

 そしたら、事業が動くということは、御所市のほうで中心的に頑張って

いただけるのか、それともこの事務組合の事務局が中心になって動いてい

ただくのか、それはもう決まっているということですよね。そこをちょっ

と教えてください。 

 

議長 

(小松 久展) 

 東川管理者。 

 

管理者 

(東川  裕) 

 これはご存じのように、いやらしい話ですけれども、補助金の関係で御

所市が事業主体となっているという現実でございます。したがいまして、

いろいろとやり取りとかは一応この組合の事務局でやっているのが現実で

ございます。そういった面も含めまして、今、𠮷田議員がおっしゃったよ

うに、責任をしっかりと所在をさせるというようなことも含めて、その辺

のやり取りについてはどこまで責任を持つのかということについて、ちょ

っと文書でしっかりと今度こそ交わせていただきたいというふうに思いま

す。 

 

議長 

(小松 久展) 

 ２番𠮷田議員。 

 

２番 

(𠮷田 容工) 

 私、基本的に文書と言っていますけれども、それは正式な文書にこだわ

っているわけではないんです。その点では、ここの事務局が中心になって

やるんやったらやるで腹くくってもらうと。御所のほうでやるんやったら

やるで、腹くくってもらうと。ここをやってもらわんと、議会は年に２回

しかありませんので、来るたびに、進んでないな、何でやろうなと思って

来るわけですので、その点ではぜひこの健康増進施設をどこの部署が中心

になって進めるかというのは、ぜひ御所市長とよく話し合っていただいて、

決めてほしいなと思います。 

 

議長 

(小松 久展) 

 管理者側が答弁をちゃんとしてやらんと。 

 東川管理者。 

 

管理者 

(東川  裕) 

 健康増進施設の事務分担につきまして、しっかりと整理をして、どのよ

うな形で進めていくかについて御所市の担当部局とも相談もしながら、ど
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こまでやるんだというような話についてはしっかりと整理をさせていただ

きたいというふうに思いますし、それを見える形でしっかりと整理をして

いきたいというふうに思います。 

 

議長 

(小松 久展) 

 管理者、もともとから国の補助金ありきでスタートしていた上に、それ

で補助金が遅れるということで事業が停滞というんですか、工程表どおり

に進まないようになったというのは事実ですやんか。それでまた、県にお

いて開発申請の、いうたら健康増進施設も止めてあることも事実やし、そ

れがどっちやと言われたら曖昧やったことも事実ですやんか。どっちやね

んと、組合がやっているのか、御所市が委託されているのかといったら何

か曖昧やったし、先般、うちの教育委員会の局長も６０歳の定年を迎える

ということで、どっちやねんいうたら、すみません、止めろ言うて止めら

れていますという伝言があったんですね。君の再雇用の行先ないよ言うた

ら、いや、理事者から止められていますとまで言うとったんやから。 

 この問題については、補助金云々の問題よりも、まずは地元との関係と

約束の修復ですよ。それが、例えば御所市で受けるんやったら受ける、所

在地をしっかり明らかにしなさいということやから、例えば田原本の議員

かって、おまえのところ遅れてるやないかと、年２回しか来てはれへんや

ないかと、予算と決算しかないんやから。しっかりせえと言われるような、

檄飛ばされるような、血気がないということを言うてはるねや、そのとお

りですやんか。あっちかも分かれしまへんねん、こっちかも分かれしまへ

んと、我々は御所におるさかい分かりますよ、それをしっかりとうちの前

線基地というんですか、健康増進施設建設に向けての事務局はここですと

いうことをちゃんとせんと、それは当然のことですから。そのように説明

を受けているんやから、やっぱり答弁はしっかりと内容を聞いた上で答弁

せんと、それは再質問されますよ。 

 東川管理者。 

 

管理者 

(東川  裕) 

 重要なのは、健康増進施設についてどこに聞いたらいいねんというたと

きに、ここですと言えるところが大事かなというふうに思いますので、基

本的にはこの事務局で最前線となっていただきますけれども、その他の事

務についても整理をさせていただきたいというふうに思います。 

 ここで申し上げたいのは、現在の健康増進施設についての窓口はこちら

の事務局でお問合せをいただいたらいいというふうに考えていただいて結

構でございます。 

 

議長 

(小松 久展) 

 補助金事業ということやから、補助金については、いうたら申請とかそ

ういうことについて手続上の不備もあったけれども、補助金をもらって事
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業を進めるというのは、これは第１段階、一番大事なことですやんか。単

費でするか補助金でするかというたら、補助金でするのが一番ええことや。

補助金に組み込まれる中において、どこまで進んでいるのかということ、

遅れはここで取り戻して進めていくんやということも、それは説明できる

はずなんですけどね。それは地元との視察後にスピードをもって補助金対

象としてこういう具合にやっていくということを追って説明をもらうとい

うことでよろしいですか。 

 東川管理者。 

 

管理者 

(東川  裕) 

 はい。今、議長がおっしゃったように、地元と先進地の視察を計画いた

しております。その中で具体的な話として、どういう施設というのがやや

見えてくるかなというふうに思いますので、その時点で補助金の形も整え

ていって、整理をさせていただきたい。申しましたように、今現在はうち

の事務局、組合の事務局で最前線をしていただくということでご理解いた

だきたいと思います。 

 

議長 

(小松 久展) 

 ２番𠮷田議員。 

 

２番 

(𠮷田 容工) 

 ぜひちょっと前向きに進めていただきたいと思います。次回来るときに

はこれだけ進みましたという結果をいただきたいと思います。 

 もう一つ、前回の議会で管理者から答えをいただいたのがありまして、

それは周辺地区環境整備基金の問題ですよね。一応、小殿と朝町には１億

円ずつ交付されて完了して全て使っていただいたと。栗阪のほうには２億

円というお金を交付して完了しましたけれども、まだ残っていますよとい

う話でした。残高については確認していませんということで、それについ

て管理者のほうは、「弁護士さんにも相談をさせていただいて、組合議員

の皆様方に文書をもって、今月中にはできるかなというふうに思います」

と、ここ、議事録ありますよ、「―ので、できるだけ早く文書で対応を

させていただきたいというふうに思います」という答弁をいただいたんで

す。まだ届いてないんですね。それについてちょっとご意見お願いします。 

 

議長 

(小松 久展) 

 局長。 

事務局長 

(榊󠄀  芳弘) 

 前回の議会の中で𠮷田議員からそのようなご意見をいただきましたの

で、昨年１１月から栗阪の自治会のほうに対しまして証拠書類、領収書等

の提出をお願いしております。数回にわたって年明けにかけてもずっとお

願いをしていたわけでございますが、まだ提出していただけない状況でご

ざいまして、そういったことから、１１月３０日と２月４日に当組合でお
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世話になっております弁護士さんに、奈良総合法律事務所の弁護士さんの

ほうに相談をさせていただき、今、地元向けに証拠書類を出していただく

ようなお願いの文書を作成のほうをしていただいている状況でございまし

て、間もなく今月中ぐらいには弁護士さんの依頼文書を栗阪の自治会のほ

うに送付させていただく予定でございます。 

 以上でございます。 

 

議長 

(小松 久展) 

 議員にと違うの。 

 局長。 

 

事務局長 

(榊󠄀  芳弘) 

 申し訳ございません。議員に配布するということでございましたが、今、

そういった状況でございますので、現実問題、配布できていないという状

況でございます。 

 

議長 

(小松 久展) 

 ２番𠮷田議員。 

 

２番 

(𠮷田 容工) 

 交付要綱というのを決めておられて、交付要綱と実態が違うというのも

この前話をさせていただいたと。例えば覚書によりますと、今日いただい

た分でやりますと、２億円を環境整備に充てると、栗阪に２億円充てると

書いてあるわけですよね。これからすると、栗阪の方は２億円、うちのも

んやと、うちが自由に使えるんやと思っておられると。ただ、ここの事務

組合の交付要綱はそうじゃないと、概算払いして事業が完了したら返して

くださいよという要綱になっていますよと。だから、要綱と実態が乖離し

ていますよという話をさせてもらったんですよね。その点では、弁護士さ

んと相談されて残高を確認するというのが一つだったんですよ。もう一つ

は要綱との整合性をどう一致させるかということも聞いていましたので、

その点では、例えば覚書でこう書いていますので、それは渡した分につい

て事業が完了したけれども残高については逐一報告していただいたら栗阪

で管理しておいてくださいというような中身に変えてもええわけですよ

ね。そういうような判断もやっぱりしていかなあかんということですよ。 

 このまま、またこれもずるずるとお渡し切りと。心配しているのは、こ

の前言いましたように、太陽光発電の土地として借りているところの地代

が渡した中から払われていると私は思いますねんね。それはそういう約束

で払ってもうてもいいと思いますねん。あかんとは言ってないんですよ。

それはそれで正当なこととしてやってほしいという形にしたほうが、栗阪

の人もこの事務組合にしても立場がそれなりに保てるということやと思い

まして、だから、すぐ返してもらえとか言っているわけじゃなくて、本当

にこの事務組合の事務取扱要綱に合致する形で取り扱うと。それに当たっ
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ては、これまでも何回か要綱を変えてありますので、実態に合うよう変え

ているのは過去にありますので、この点やったらこちらのほうが要綱を変

えて、地元の皆さんにはこういう形で対応させていただきますので、この

点協力をお願いしますというふうな、弁護士から急に文書が行ったらびっ

くりしはると私は思いまして、そうでなくても、うまいこと初めの約束が

果たせていないという点では、こちらも努力しますのでという姿勢が伝わ

ったほうがええんかなと思うんですよ。そのときに答えていただいたこと

が私はうれしかったんですけれども、それが履行されないからといって怒

っているわけではない。やっぱり地元の方とどう折り合いをつけていって

いただくかという道を探っていただくと、それをしていただきたいと思っ

て質問しているわけですから、その辺はどう努力をしていただけますか。 

 

議長 

(小松 久展) 

 東川管理者。 

 

管理者 

(東川  裕) 

 今、𠮷田議員が内情もお察しいただいているとおりでございます。やや、

何といいますか、神経を使わなあかん部分であります。地元の方々もやは

り感情的になられる部分もございますので、その辺は区長さんを中心に下

地を整えながら会計の方に当たるとか、そういうことは段取りはさせてい

ただいております。いずれにしましても、地元と良好な関係を保つ意味で

も、逆にこういう形はちゃんとしたいという思いは全く同感でございます

ので、その辺はしっかりと神経を使いながら細やかな対応をさせていただ

きたいというふうに思います。 

 

議長 

(小松 久展) 

 ２番𠮷田議員。 

 

２番 

(𠮷田 容工) 

 この前も突然弁護士という話が出ましたので、ちょっと唐突だったんで

すけれども、それは、そこまでは必要ないと私は思いましてね。その点で

はよく考えて、地元の方には誠意を持って対応していただくと。こちらが

できることはこちらがするということが求められているかなと思います。 

 それでちょっと簡単な質問で申し訳ないんですけれども、この事務組合

の基金が幾らあって、年度末に幾らになるかと、そういう数字はいただけ

ますか。財政調整基金と環境整備基金が来月末かな、幾ら残って、１年後

には何ぼ残るか、ちょっと見当たらなかったので、数字だけ教えてほしい。 

 

議長 

(小松 久展) 

 局長。 

 

事務局長 

(榊󠄀  芳弘) 

 財政調整基金、２月１８日現在の残高でございますが、１億９，１３５

万６，０００円、それと周辺地区環境整備基金が約１億４００万円、以上
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でございます。 

 

２番 

(𠮷田 容工) 

 ありがとうございます。 

 以上です。 

 

議長 

(小松 久展) 

 ほかにございませんか。 

 ４番南議員。 

 

４番 

(南   満) 

 健康増進施設の話なんですけれども、令和２年度の先ほどの補正予算の

遅れているから地元に対しての還元の話と、次、令和３年度本年度の委託

料ですよね、今後、プロポに向けた動きにおいて委託していくこのやつと、

全員協議会のところで令和６年度ぐらいに完成であるというような話があ

ったと思います。これ、タイムスケジュール的にどういうようなスケジュ

ール体制でいくのか、遅れないのかというのが気になるところでございま

すので、その点についてお答えいただきたいと思います。 

 

議長 

(小松 久展) 

 榊󠄀局長。 

 

事務局長 

(榊󠄀  芳弘) 

 まず、令和６年度、当初、出だして今取り組んでいる状況でございます

が、今これから地元と視察に出かけまして、それでいろんな、地元の皆様

に喜んでもらえるような、そういうプランを練り上げていく必要がござい

ます。そういったものも含めまして鑑みますと、６年度当初というのは、

ずれ込む可能性がございます。今申し上げられるのはそのあたりまでかな

というふうに思います。 

 以上でございます。 

 

議長 

(小松 久展) 

 ４番南議員。 

 

４番 

(南   満) 

 これ、ずれ込むという話の中で、今までから補助金の話もあったわけじ

ゃないですか。それで、ずれ込む話じゃなくて、地元の遅れていることに

対して、こういうやつをつくっていただきたいというのを反映させて、な

おかつ補助金も取って、補助金が駄目ならば単費でいきますよという話が

前回の議会でも管理者のところにおいても納得をしていただいているとい

うふうに思うんですよね。だから、ある程度のタイムスケジュールという

のも決まってくると思うんですよ。この補助金が駄目だった場合は１年ず

れるだけの話じゃないですか。速やかにそのままちゃんと進めていただけ

るんですよね。 
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議長 

(小松 久展) 

 東川管理者。 

 

管理者 

(東川  裕) 

 先ほど事務局の答弁にもありましたけれども、今回、視察に行きます。

その内容が上乗せされますので、若干のずれがある可能性はあります。た

だし、現段階では令和６年というのをしっかりと目標に、目標といいます

かめどですね、やっていくつもりでございます。その姿勢には変わらない

ということで、前を向いて進むということでご理解をいただきたいと。 

 

議長 

(小松 久展) 

 ４番南議員。 

 

４番 

(南   満) 

 その都度、状況が変わってくるというのも分かるんですけれども、補助

金がないならその翌年度、翌年度とずるずると行くのはやめていただきた

いんですよ。前に向けて進めてもらいたい。そういう思いで発言のほうを

させていただいておりますので、その点については十二分に管理者、副管

理者のところでご理解をいただき、また地元の議会においても説明のほう

だけしていただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

 

議長 

(小松 久展) 

 管理者、聞きますけれども、例えば今までの、もう今ここ建って、煙出

てるんです、３年ね。同時進行やったわけですよ。じゃ、用地については

買収はできたんだと。その用地については例えばスポーツ施設ゾーンに入

っているんやというような、いうたらハードルがあったのか。それともう

一つ、その用地を買収してから調整、そして山林、そして古墳があったん

だと。遅れた理由はそれも了としましょうよ。では、そこが開発申請を出

すのには、例えば畑から家建てますやんか、県に開発申請出したら、それ

だけでスポーツ施設が建つのか、それと、もう一つは、この補助金対象は

どこなんですか。スポーツ施設としての地元還元施設を建てると、その補

助金対象は文科省であるのか厚労省であるのか、どこであるんですか。 

 東川管理者。 

 

管理者 

(東川  裕) 

 健康増進施設は、現在、その上にあります御所市の市民運動公園と一体

化したような形で補助申請をする予定をしております。したがいまして、

その補助金の担当省庁は国交省の社会資本総合整備交付金の補助金を現在

検討しているところでございます。 

 

議長 

(小松 久展) 

 開発申請はいつ起きるんですか。ざっくりと、家建てるのに、小さな家

でも５０坪の家でも、建築申請出さなかったら家建たんわけですやんか。

例えば１０億の施設建てるのに市やさかいにいうて済むんですか。勝手に
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建てればええわということでもないでしょう。それの段取りは今日の日ま

で、もう６年たってるんやからしているんでしょうというんや。あとの工

程なんかは、こういう具合の建設工程でいったら、完成は令和６年という

ようなつもりでいてるけれども、前倒しでいけばもっと早くなる可能性も

ありますとか、説明はできても、このままでおったら遅れる可能性があっ

ても早くなる可能性はないわけですよ。今までのやってきた実務的なもの、

事務的なものがあるでしょうと。そこに何にも、古墳みたいな何にも空の

古墳でも１年かけてほったらかしたんやから。代替的な関係のことやから。 

 今はこないして𠮷田議員のほうからも、前向きにしっかりせえいうて質

問されたら、曖昧な答弁できへん。拠点はどこにするんぞと、いやそれは

御所やけどもこっちでとか、何かくさい、においが。しっかりとせんと。

それだけは、地元に対する還元施設を建てる意気込みというのが表れてな

いよ。 

 また、南議員の質問においても、もう遅れんようにしてくれ言うとんね

んから、じゃ、前倒しまで言わんけれども、しっかりと取り組んでいくん

だと、そのときは単費でもいかないと、というぐらいな気持ちで行かんこ

とには、補助金みたいなものもらわれへんで。 

 また、大谷議員もその方向性で、ちゃんとせえと、中身についてはみん

な同じようなこと言うてくれてはるわけや。あとは地元との、地元も応分

の理解はしてくれはったわけや、この間、分かったいうて。その代わりち

ゃんとしていくからということで了解もうたんでしょう。それで、３人の

首長自身が現場、ちゃんと現地視察も行って、安い、高いの話じゃないん

ですよ。ちゃんと取り組んでいくよという姿勢を見せたってくれたら地元

は納得するわけですやんか。大きいもの、小さいもの、建てろと言ってい

るのでもないんですよ。しっかりと取り組んでくれる工程を出してくれと

議会が言うたら、それすらも出せへんような曖昧なニュアンスの、答えが

あってなさそうな話やから。それははっきりと、こういうような工程で建

設に向けて進めていきますやんか。高い、安いは別ですよ。それはこんな

ものであってというのは欲しいけれども、建設に向けての姿勢を出してく

ださいよ、工程を立てて。それで終われるんやから、ええ答弁しなさいよ。 

 東川管理者。 

 

管理者 

(東川  裕) 

 すみません、開発許可じゃなくて都計審の話でございます。ですから、

都計審は今の図面を出したらいいということです。県のほうに書類は一旦

出しておりますので、あとはそれで進めるという形になりますので、基本

的にそれで動きますと、今考えておりますのは、用地造成については令和

４年度にもうスタートさせていただいて、建設をして令和５年度中に早け

ればできると。あとはちょっとのずれはあるかもしれませんけれども、い
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ずれにしても令和６年度中に供用開始ということでご理解をいただけたら

というふうに思います。 

 

議長 

(小松 久展) 

 ６年供用開始、遅いな。俺、おれへんか分かれへん、ほんまに。ここに

おられる人、半数おられへん可能性ありますよ、管理者、そんなこと言う

ておったら。 

 それについてご質疑はございませんか。よろしいですか。 

 

 〔「なし」の声あり〕 

 

議長 

(小松 久展) 

 質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

 

 〔「なし」の声あり〕 

 

議長 

(小松 久展) 

 討論なしと認めます。 

 これより採決をいたします。本案を原案どおり可決することに賛成の方

の挙手を求めます。 

 

 〔全員挙手〕 

 

議長 

(小松 久展) 

 全員賛成です。よって議第２号は、原案どおり可決することに決しまし

た。 

 以上で、本定例会に付議されました案件は全て議了いたしました。 

 これをもちまして、令和３年やまと広域環境衛生事務組合議会第１回定

例会を閉会いたします。長時間慎重審議いただきまして、誠にありがとう

ございました。ご苦労さんでございました。 

 

 （午後３時２２分閉会） 
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